
 

令和５年度第４回二宮町農業委員会総会議事録 

 

 

１ 開催日時  令和５年７月２０日（木）午前９時３０分から 

 

２ 開催場所  二宮町役場 第１会議室 

 

３  出席委員 

          １番   野 谷  和 雄      ７番   水 島  寿 德 

     ２番   松 崎   博            ８番   内 山  昌 代 

          ３番   西 山  美佐江      ９番   鈴 木   透 

          ４番   小 林   茂           １０番   井 上  昌 之 

          ５番  香 坂  政 博         １１番   中 村  隆 一 

          ６番   野 谷   茂      １２番   橘 川   均 

 

４  欠席委員  なし 

      

５  事務局職員出席者 

          事務局長        小 宮  正 嗣 

副 主 幹      剣 持  貴 宏 

     主任主事      木 本  盛 之 

 

６ 傍聴者   なし 

      

７  議事録署名人 

        １番   野 谷  和 雄        ２番   松 崎   博 

 

８ 議  案 

議案第１号 二宮町農業委員会会長の選出について 

議案第２号 二宮町農業委員会副会長の選出について 

議案第３号 議席の決定について 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

会議の状況 

 

【事務局】 

それでは、定刻になりましたので、始めさせていただきます。 

今回の総会は、農業委員会等に関する法律第２７条の規定により、「委員の任期満了に  

よる任命の後、最初に行われる総会は市町村長が招集する」とされていることから町長名

で招集させていただきました。 

また、本日、各委員がお座りの議席につきましては、農業委員推薦書等受付番号順、   

かつ、議会への提案順で座っていただいておりますので、ご了承願います。 

本日は、第２５期農業委員、最初の総会でありますので、地区名とお名前を自己紹介  

していただきたいと思います。 

 

― 各委員自己紹介 ― 

 

【事務局】 

ありがとうございました。続きまして事務局の自己紹介をさせていただきます。 

 

― 職員紹介 ― 

 

【事務局】 

それでは、これより議事に入るわけですが、二宮町農業委員会規程第３条第２項に基づ

き、「会長の互選を行う場合においては、年長の委員が臨時にその選挙に関する事務を行う」

と定められています。従いまして、野谷和雄委員に進行をお願いしたいと存じます。 

よろしくお願いいたします。 

 

【議長】 

ただいまご紹介をいただきました野谷でございます。会長の選出が終わるまでの間、  

進行をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

本日の出席委員は、全員です。これより、日程第２の議事に入ります。議案第１号   

「二宮町農業委員会会長の選出について」を議題とします。 

事務局より議案の朗読及び説明をお願いします。 

 

【事務局】 

― 議案第１号朗読 ― 

 

ご説明いたします。 

会長の選任につきましては、農業委員会規定により「会長は総会において選挙する。  

ただし委員中に異議が無いときは、指名推薦の方法によることができる」とされています。 



 

なお、前期の会長の選出におきましては、指名推薦の方法により選出し、採決を行って

おります。 

以上でございます。 

 

【議長】 

ありがとうございました。それでは、ただいまの議案第１号ですが、どのように取り  

計らえばよいかをお伺いいたします。ご意見はありますか。 

 

【委員】指名推薦による方法がよろしいかと思います。 

 

【議長】 

指名推薦のご提案がございましたが、指名推薦とすることにご異議ございませんか。 

 

― 異議なしとの声あり ― 

 

【議長】 

それでは、「異議なし」との声がありましたので、よろしいですか。他にご意見はあり  

ませんか。それでは指名推薦による選出にいたします。 

事務局より案はありますか。 

 

【事務局】 

事務局としましては、橘川均委員を提案いたします。 

橘川委員は、一色地区で柑橘類を中心に営農しており、その他に露地野菜やオリーブ等

も栽培されております。 

また、地域の農業をリードする存在でもあり、これからの地域農業を担う立場でござい

ます。 

以上のことから、農業の経営及び技術についての知識と経験を有しており、また、行政

職員のご経験もございますので、農業委員会を運営していくにあたりましても、議事を  

進行する上でも適任であると考えています。 

 

【議長】 

ただいま、事務局より案が示されましたが、如何でしょうか。 

ご意見が無いようですので、事務局案について採決をとりたいと思います。 

ここで、橘川委員におかれましては退席をお願いいたします。 

それでは議案第１号の採決に入ります。橘川均委員を会長にすることに賛成の委員の 

挙手をお願いいたします。 

 

― 挙手 ― 

 



 

【議長】 

挙手全員です。よって、会長は橘川均委員に決定しました。それでは、橘川委員の復席

をお願いいたします。 

橘川委員に申し上げます。ただいま、会長に選任されましたことを報告します。 

それでは就任の挨拶をよろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

ただいま会長という重責を仰せつかまりました。大変重く受け止めております。 

前井上会長の後を引き継ぎ、微力ながら、皆様のご指導、ご協力をいただきながら取り

組んで参りたいと思います。簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。今後  

ともよろしくお願いいたします。 

 

【議長】 

ありがとうございます。以上を持ちまして私の職務は終了いたしましたので、橘川会長

と交代をさせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

 

【議長】 

それでは、議長を務めさせていただきます。 

議案第２号「二宮町農業委員会副会長の選任について」を議題とします。 

事務局より朗読及び説明をお願いします。 

 

【事務局】 

― 議案第２号朗読 ― 

 

ご説明いたします。 

副会長の選任につきましては、会長と同様に「選挙をして定める。ただし委員中に異議

が無いときは、指名推薦の方法によることができる」とされています。 

なお、前期の副会長の選出におきましては、指名推薦の方法により選出し、採決を行っ

ております。 

以上でございます。 

 

【議長】 

それでは、ただいまの議案第２号ですが、どのように取り計らいますか。 

 

【委員】指名推薦による方法がよろしいかと思います。 

 

― 異議なしとの声あり ― 

 

 



 

【議長】 

それでは、「異議なし」とのことですので、指名推薦により選出します。 

事務局より案はありますか。 

 

【事務局】 

事務局としましては、野谷和雄委員を提案させていただきます。 

野谷和雄委員は、第２２期から２４期の９年間、農業委員を務められ、今期は４期目と

なります。 

農業情勢や制度についての識見を有し、２期目には、会長として農業委員会の運営に  

お力添えいただきました。 

以上のことから、会長職務の代理者となる副会長は、野谷和雄委員が適任であると考え

ております。 

 

【議長】 

ただいま、事務局より案が示されましたが、如何でしょうか。 

ご意見が無いようですので、事務局案について採決をとりたいと思います。 

ここで、野谷和雄委員におかれましては退席をお願いいたします。 

それでは議案第２号の採決に入ります。野谷和雄委員を副会長にすることに賛成の委員

の挙手をお願いいたします。 

 

― 挙手 ― 

 

【議長】 

挙手全員です。よって、副会長は野谷和雄委員に決定しました。それでは、野谷委員の

復席をお願いいたします。 

野谷委員に申し上げます。ただいま、副会長に選任されましたことを報告します。 

それでは就任の挨拶をお願いいたします。 

 

【副会長】 

先ほどご紹介がありましたが、委員としては４期目になります。私も二宮町の職員を  

退職して少し経ってから、地元より委員の推薦を受けて、それ以来ずっと委員をしており

ます。最初の３年間は、農業委員は地元の農業者から選挙して出てきましたが、６年前に

現在の制度に変わりました。国の制度改正が早いので、今は計画を作れとか、課せられる

業務がたくさん出てきてしまって、それだけでも大変になります。地域の方々とどのよう

に農業委員が関わっていくのか、日報まで書くようになっています。 

今年から一色地区がその計画作りを始めることになっていますが、１０年後の二宮町の

農業がどうなるのかを描くために、その中に農業委員が関わりあっていくということで、  

通常の業務以外にもそのようなことが増えていきます。 

 



 

私は、農業委員会は制度上の話と思っていましたが、もっと地域と関われという流れに

変わってきています。農業経験のない人でも少し経験をすれば農地を借りられるという 

状況になってきて、昔は３反以上持っていれば農業者と言われていましたが、その下限  

面積も撤廃されましたので、その判断も非常に難しくなります。 

そのような状況ですので、私も何かのお役に立てればと、公正公平にやっていきたいと

いつも思っております。よろしくお願いいたします。 

 

【議長】 

ありがとうございました。 

ここで、町長と参事は所用により、退席となります。ありがとうございました。 

続きまして、議案第３号「議席の決定について」を議題とします。 

事務局より朗読をお願いします。 

 

【事務局】 

― 議案第３号朗読 ― 

 

【議長】 

議席を決める前に、先例に従い会長は１２番、副会長は１番となっておりますのでご承

知願います。 

それでは議席を決めるくじを行います。 

事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

まず始めに、本くじを引く順番を決める予備くじを引いていただきます。引いたくじは

事務局へお渡しください。 

続いて、予備くじの番号の順にお名前をお呼びいたしますので、本くじを引いていただ

きます。同様にくじを事務局へお渡しください。 

 

【議長】 

それでは、議席が決まりましたら事務局より発表をしてください。 

 

【事務局】 

― 議席発表 ― 

 

【議長】 

続きまして、日程第３「議事録署名委員の指名について」を議題とします。 

本日の議事録署名委員は、１番野谷和雄委員、２番松崎博委員を指名します。よろしく

お願いいたします。 

 



 

これで本日の審議事項につきましては、すべて終了いたしましたので、総会を閉会いた

します。 

 

 

 午前１０時０５分閉会 

  


